
（別紙）

入札参加停止措置について

豊橋市工事請負契約等に係る入札参加停止措置要領第３条第１項に基づく別表 適用条項

1
ジェイアール東海コンサルタンツ（株）
代表取締役社長　杉﨑　英司
名古屋市中村区名駅５－３３－１０

コンサル：設計、測量、建設コンサルタ
ント、地質調査
役務の提供等：調査委託

2
大日コンサルタント（株）　中日本支社
支社長　宮之上　昭彦
名古屋市中村区名駅５－２７－１３

コンサル：測量、建設コンサルタント、
地質調査、補償コンサルタント
役務の提供等：調査委託、検査・測定

3
（株）トーニチコンサルタント　中部支社
支社長　渡邉　秀行
名古屋市中区葵１－２０－２２

コンサル：設計、測量、建設コンサルタ
ント、地質調査
役務の提供等：調査委託、検査・測定

4
日本交通技術（株）　名古屋支店
支店長　澤田　一三
名古屋市中村区椿町１４－１３

コンサル：測量、建設コンサルタント
役務の提供等：調査委託

5

丸栄調査設計（株）　名古屋支店
支店長　相塲　久志
名古屋市中区丸の内３－５－２
ミュゼット丸の内６０１号室

コンサル：測量、建設コンサルタント、
地質調査、補償コンサルタント

（独占禁止法違反行為）
８　私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）第3条又
は第8条第1号に違反し、公正取引委員会から排除措置命令、課徴金納付命令若しくは
課徴金減免制度の適用を受けたとき、同法違反容疑で構成取引委員会から告発された
とき、又は登録業者である個人若しくは登録業者の役員若しくはその使用人が同法違反
容疑で逮捕されたとき。
⑴　本市契約に関するもの　　　　　　　　　　　　　　　　　 １２か月
⑵　本市契約を除く愛知県内におけるもの　　　　　　　　　６か月
⑶　愛知県以外におけるもの　　　　　　　　　　　　　　　　  ３か月

【豊橋市工事請負契約等に係る入札参加停止措置要領別表運用基準】
（別表第８項関係）
第４条 別表第８項の措置要件に該当した場合において、課徴金減免制度が適用され、
その事実が公表されたときの入札参加停止の期間は、当該制度の適用がなかったと想
定した場合の期間の２分の１の期間とする。

（独占禁止法違反行為）
８　私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）第3条又
は第8条第1号に違反し、公正取引委員会から排除措置命令、課徴金納付命令若しくは
課徴金減免制度の適用を受けたとき、同法違反容疑で構成取引委員会から告発された
とき、又は登録業者である個人若しくは登録業者の役員若しくはその使用人が同法違反
容疑で逮捕されたとき。
⑴　本市契約に関するもの　　　　　　　　　　　　　　　　　 １２か月
⑵　本市契約を除く愛知県内におけるもの　　　　　　　　　６か月
⑶　愛知県以外におけるもの　　　　　　　　　　　　　　　　  ３か月

No. 対象業者 事案の内容及び入札参加停止の理由
入札参加停止の根拠

入札参加停止期間 登録業種

　当該事業者は、遅くとも令和３年２月以降、特定地方自治体等が発注す
る特定跨線橋点検等業務において、５社の中から受注予定者を決定し、そ
れ以外の者は受注予定者が受注できるように協力していた。このことにつ
いて、独占禁止法第３条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反するとし
て、令和７年１２月１９日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金
納付命令を受けたため。

要領別表第８項第１号

６か月
令和８年１月２３日～
令和８年７月２２日

１２か月
令和８年１月２３日～
令和９年１月２２日


